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１．はじめに
　近年、第４次産業革命によるsociety5.0のスローガ
ンの下で、AIやIoTを活用した商品やサービスなど
の新規事業が生まれてきている。IoTは、これまで
インターネットに接続されていなかったデバイス等
から収集したデータを統合、分析、加工して他のデ
バイス等につなげる技術である。また、移動体通信

技術の５Gも市場投入の時期を迎え、その特徴であ
る広帯域・低遅延を活かしたIoTシステムでの本格
的な活用が期待される。そこで、本連載は、これら
の標準技術が産業を牽引するIoT/５G時代において、
特許権者は標準必須特許（以下、必須特許）をどの
ように権利活用していくべきか、また、特許実施者
は必須特許の権利行使に対してどのように備えるべ
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TH総合法律事務所は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。
TH総合法律事務所の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵
害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタン
ト業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発
明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。
また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会（原則月１回18時から20時まで。懇親会あり）を主
催しており、随時ニュースレターを発行しております。
高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。
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